
行政・教育機関・企業・地域団体の皆さまへ

やさしい日本語研修

文部科学省 令和８年度「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」活用
令和８年度鳥取県における地域日本語教育体制整備事業

〜外国人住民との円滑なコミュニケーションのために〜

こんな経験はありませんか？

 丁寧に説明したのに、うまく伝わらなかった…

 外国人と話したいけれど、どのように伝えればよいか分からない…

 外国人住民への案内や情報提供に時間がかかってしまう…

やさしい
日本語とは？

 日本語を母語としない人にも、簡単で分かりやすい日本語です。

 窓口対応や地域活動、職場でのコミュニケーションにも役立ち、
相互理解にもつながります。

例えば …   「こちらにお掛けください」→ 「ここに 座って ください」

「土足厳禁」→ 「靴を 脱いで ください」

対 象

県内の行政機関、

教育機関、自治会、

外国人受入企業、

各種団体 等

９０ 分程度

（原則、平日日中）

時 間 費 用

無 料

人 数

上限4０名程度

このような内容を

学びます（例）

鳥取県における在住外国人の現状

やさしい日本語とは？

実践ワーク（やさしい日本語への言い換え）

まとめ・質疑応答

日程はご希望に合わせて調整します。

申込み
・

問合せ先

公益財団法人鳥取県国際交流財団
( 主催：鳥取県 運営：公益財団法人鳥取県国際交流財団 )
〒683-0043 米子市末広町２９４ 米子コンベンションセンター４階
電話：(0859)34-5931  FAX：(0859)34-5955 E-mail: ticy@torisakyu.or.jp

無料

出張研修

ご希望の場所へ
講師を派遣します
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